
京都市告示第   号 

相模原市を全国自治宝くじ事務協議会に加えるとともに，全国自治宝くじ

事務協議会規約の一部を変更しましたので，地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２５２条の６の規定に基づき，その例によることとされる同法第

２５２条の２第２項の規定により，次のとおり告示し，平成２２年４月１日

から施行します。 

 

平成２２年４月１日 

京都市長 門 川 大 作  

 

 全国自治宝くじ事務協議会を設ける地方公共団体に相模原市を加え，これ

に伴い全国自治宝くじ事務協議会規約の一部を次のように変更する。 

 第３条第２号中「岡山市」の下に「，相模原市」を加える。 

   附 則 

この規約は，平成２２年４月１日から施行する。 

 

（行財政局財政部財政課） 

４



地方自治法    （昭和二十二年四月十七日法律第六十七号）   抜粋 

 

（協議会の設置）  

第二百五十二条の二  普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して

管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整

を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定

め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。  

２  普通地方公共団体は、協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するとともに、

都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に

届け出なければならない。  

３  第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならな

い。ただし、普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普通

地方公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。  

＜後略＞ 

 

（協議会の組織の変更及び廃止）  

第二百五十二条の六  普通地方公共団体は、普通地方公共団体の協議会を設ける普通地

方公共団体の数を増減し、若しくは協議会の規約を変更し、又は協議会を廃止しようと

するときは、第二百五十二条の二第一項から第三項までの例によりこれを行わなければ

ならない。  

 


